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令和３年１月２５日 

 

令令和和２２年年度度  自自動動車車特特定定整整備備業業実実態態調調査査結結果果のの概概要要ににつついいてて  

 

一  般

社団法人 日本自動車整備振興会連合会 

調査企画部 調査企画課 

 

この度、令和２年度の自動車特定整備業実態調査の結果がまとまりましたので、概要をお知ら

せします。 

 

１１．．目目的的  

本調査は、自動車整備業の現状及び経営状況等の実態を把握し、同事業の健全な発達に資す

る方策の基礎資料として活用することを目的として実施するものです。 

 

２２．．調調査査時時点点  

令和２年６月末現在。整備売上高については、令和元年７月１日から令和２年６月末までに

決算が終了した事業実績であり、会計年度では「令和元（平成 31）年度」実績となります。 

 

３３．．調調査査結結果果のの概概要要（（別別紙紙参参照照））  

道路運送車両法に規定する自動車整備事業者(令和２年６月末時点 91,533 事業場)のうち約

２割を対象として調査を行いました。(有効回答数は全事業場の約 1割) 

令和２年度調査における総整備売上高は 5兆 6,561億円となり、前年度と比較すると 345億

円(0.6％)の微増であるものの、４年連続の増加となりました。 

なお、詳細の分析は３月発刊予定の｢令和２年度版自動車整備白書｣に掲載する予定です。 

 

 

注）1.専 業：自動車整備業の売上高が総売上高の 50%をこえる事業場 

2.兼 業：兼業部門（自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等）の売上高が総売上高の

50%以上を占める事業場（ディーラーを除く） 

3.ディーラー：自動車製造会社又は国内一手卸売販売会社と特約販売店契約を結んでいる企業の事

業場 

4.自 家：主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場 
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（（２２））事事業業場場数数  

調査時点における事業場数は 91,533事業場で、前年度と比較すると 72事業場(0.08%)減

と５年連続の減少となりました。 

指定工場数は 30,085事業場で、前年度と比較すると２事業場(0.01％)減となりました。 

 

    

作業内容

2 年 １ 年 小 計 １ 年 ６ か 月 ３ か 月 小 計

売上高 8,197 4,166 12,363 527 153 346 1,026 4,961 8,300 26,650

増減額 +99 +180 +279 -1 +2 -13 -12 -447 +556 +376

増減比 +1.2% +4.5% +2.3% -0.2% +1.3% -3.6% -1.2% -8.3% +7.2% +1.4%

売上高 5,778 3,514 9,292 357 119 298 774 3,792 5,996 19,854

増減額 +139 +150 +289 +7 +2 -13 -4 -291 +416 +410

増減比 +2.5% +4.5% +3.2% +2.0% +1.7% -4.2% -0.5% -7.1% +7.5% +2.1%

売上高 2,419 652 3,071 170 34 48 252 1,169 2,304 6,796

増減額 -40 +30 -10 -8 ±0 ±0 -8 -156 +140 -34

増減比 -1.6% +4.8% -0.3% -4.5% ±0.0% ±0.0% -3.1% -11.8% +6.5% -0.5%

売上高 7,159 1,776 8,935 2,303 333 277 2,913 5,134 10,767 27,749

増減額 -285 +143 -142 +228 -27 +28 +229 -373 +363 +77

増減比 -3.8% +8.8% -1.6% +11.0% -7.5% +11.2% +8.5% -6.8% +3.5% +0.3%

売上高 594 392 986 54 23 56 133 369 674 2,162

売上高 15,950 6,334 22,284 2,884 509 679 4,072 10,464 19,741 56,561

増減額 -296 +375 +79 +242 -4 +61 +299 -892 +859 +345

増減比 -1.8% +6.3% +0.4% +9.2% -0.8% +9.9% +7.9% -7.9% +4.5% +0.6%

（単位・億円）

専業

兼業

合　計

ﾃﾞｨｰﾗｰ

自　家

そ の 他

整 備
合 計

定 期 点 検 整 備
事故整備

車 検 整 備
業態

専・兼業

92,160 92,061 92,001 91,883 91,605 91,533 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成27 平成28 平成29 平成30 令和元

（平成31）

令和2

事業場数

自家

専･兼業

ディーラー

+0.03%

-0.11%
-0.07%

-0.13%

-0.30％

-0.08%

-0.5%

-0.4%

-0.3%

-0.2%

-0.1%

-0.0%

+0.1%
対前年度増減率
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（（１１））総総整整備備売売上上高高  

直近６年間の総整備売上高の推移をみると、平成 27・28 年度は減少しましたが、令和２

年度は４年連続の増加となりました。 

業態別に前年度と比較すると、専・兼業が376億円(1.4％)増、ディーラーが77億円(0.3％)

増、自家が 108億円(4.8％)減となり、自家のみ減少しました。 

作業内容別では、「車検整備」が 0.4％増、「定期点検整備」が 7.9％増、「事故整備」が

7.9％減、「その他整備」が 4.5％増と、「事故整備」のみ減少しました。 

 

  

    

平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０
令和元

（平成３１）
令和２ R2-R1 R2/H27

27,402 26,285 26,558 26,077 26,274 26,650

-0.4% -4.1% +1.0% -1.8% +0.8% +1.4%

20,224 19,751 19,947 19,364 19,444 19,854

-3.5% -2.3% +1.0% -2.9% +0.4% +2.1%

7,178 6,534 6,611 6,713 6,830 6,796

+9.5% -9.0% +1.2% +1.5% +1.7% -0.5%

25,364 25,355 26,147 26,927 27,672 27,749

+0.7% -0.04% +3.1% +3.0% +2.8% +0.3%

2,367 2,304 2,170 2,291 2,270 2,162

-3.4% -2.7% -5.8% +5.6% -0.9% -4.8%

55,133 53,944 54,875 55,295 56,216 56,561

-0.1% -2.2% +1.7% +0.8% +1.7% +0.6%

（単位・億円）

　        調査年度

業態

+410

+376

-108

+345

自　家

合　計

-8.7%

+2.6%

専・兼業

ディーラー

-34

+77

専 業

-2.7%

-1.8%

-5.3%

+9.4%

兼 業

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

総整備売上高

専・兼業

ディーラー

自家

-0.1%

-2.2%

+1.7%
+0.8%

+1.7%
+0.6%

-5%

0%

+5% 対前年度増減率
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別紙

1. 総整備売上高　※　（億円） 55,133 53,944 54,875 55,295 56,216 56,561 100.6 ％

27,402 26,285 26,558 26,077 26,274 26,650

（比率、％） (49.7) (48.7) (48.4) (47.2) (46.7) (47.1)

20,224 19,751 19,947 19,364 19,444 19,854

（比率、％） (36.7) (36.6) (36.3) (35.0) (34.6) (35.1)

7,178 6,534 6,611 6,713 6,830 6,796

（比率、％） (13.0) (12.1) (12.0) (12.1) (12.1) (12.0)

25,364 25,355 26,147 26,927 27,672 27,749

（比率、％） (46.0) (47.0) (47.6) (48.7) (49.2) (49.1)

2,367 2,304 2,170 2,291 2,270 2,162

（比率、％） (4.3) (4.3) (4.0) (4.1) (4.0) (3.8)

2. 企  業  数 73,630 73,371 73,083 73,018 72,845 72,523 99.6 ％

3. 事業場（工場）数 92,160 92,061 92,001 91,883 91,605 91,533 99.9 ％

72,234 72,211 72,200 71,993 71,734 71,654 99.9 ％

57,024 56,735 56,868 56,270 56,032 56,156 100.2 ％

15,210 15,476 15,332 15,723 15,702 15,498 98.7 ％

16,221 16,213 16,180 16,252 16,349 16,315 99.8 ％

3,705 3,637 3,621 3,638 3,522 3,564 101.2 ％

4. 指定工場数 29,737 29,855 29,983 30,075 30,087 30,085 100.0 ％

5. 整備関係従業員数　（人） 546,942 537,880 534,279 535,418 536,493 539,086 100.5 ％

6. 整備要員（工員）数　（人） 401,001 400,713 399,717 399,374 399,135 399,218 100.0 ％

339,999 334,655 336,360 338,438 336,897 339,593 100.8 ％

84.8 83.5 84.1 84.8 84.4 85.1

7. 1 事業場当り整備要員数 （人） 4.4 4.4 4.3 4.3 4.4 4.4 ±0.0 人

8. 保有車両数  （3月末、千台） 80,670 80,901 81,260 81,563 81,789 81,850 100.1 ％

9. 技術料（工賃）の値上率　（％） + 1.3 + 0.8 + 0.7 + 1.0 + 1.5 + 2.0

10. 10,293 9,900 10,021 9,866 9,963 10,115 101.5 ％

専　　　業 9,819 9,654 9,751 9,581 9,647 9,817 101.8 ％

兼　　　業 11,911 10,731 10,929 10,794 10,982 11,097 101.0 ％

21,998 21,867 22,639 23,212 23,635 23,646 100.0 ％

13,830 13,539 13,850 13,936 14,166 14,284 100.8 ％

11. 48.5 48.4 49.3 49.7 49.9 50.2 +0.3 歳

専　　　業 49.4 49.4 50.3 50.8 50.9 51.2 +0.3 歳

兼　　　業 45.5 45.1 46.1 46.3 46.8 47.0 +0.2 歳

34.4 34.8 35.0 35.3 35.5 35.7 +0.2 歳

44.3 44.3 45.0 45.3 45.5 45.7 +0.2 歳

12. 3,521 3,542 3,573 3,582 3,622 3,653 100.8 ％

専　　　業 3,476 3,501 3,523 3,539 3,571 3,604 100.9 ％

兼　　　業 3,676 3,679 3,742 3,722 3,786 3,814 100.7 ％

4,417 4,495 4,569 4,661 4,606 4,660 101.2 ％

3,792 3,831 3,875 3,911 3,924 3,963 101.0 ％

整備要員
 1 人当り
年間平均
給与
（千円）

専・兼業

ディーラー

平　均　（自家を除く ）

（注）　各項目の数値は、 各年６月現在のものである。 ただし、 ※印の数値は、 各事業場の６月に最も近い決算期の数値によるものである。

        なお、平成28年度は全事業場を対象に調査を実施し、その年度以外は20%の抽出調査である。

整備要員
１人当り
年間整備
売上高
※ （千円）

専・兼業

ディーラー

平　均　（自家を除く ）

整備要員
平均年令
　（歳）

専・兼業

ディーラー

平　均　（自家を除く ）

―

自　　　　　 家
95.2 ％

専 ・兼業

専 業

兼 業

ディーラー

自 家

う ち 整 備 士 数 （ 人 ）

整 備 士 保 有 率 （ ％ ） ―

兼　　　　　 業
99.5 ％

デ ィ ー ラ ー
100.3 ％

102.1 ％

平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和２ R2／R1

101.4

令和元
（平成３１）

％

専　　　 　　業

専　・　兼　業

自自動動車車整整備備業業のの概概要要

                                         調査年度

項目
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（（３３））整整備備関関係係従従業業員員数数  

整備関係従業員数は 539,086人で、前年度と比較すると 2,593人(0.5％)増となっていま

す。 

  

（（４４））整整備備要要員員数数及及びび整整備備士士数数  

整備要員数は 399,218人で、前年度と比較すると 83人(0.02％)増となっています。 

整備士数は 339,593人で、前年度と比較すると 2,696人(0.8％)増となり、整備要員数に

対する整備士数の割合(整備士保有率)は 85.1％で 0.7ポイント増加しています。 

 

※参考：内数として、女性整備要員数は 19,072人(1,663人増)、女性整備士数は 11,128

人(870人増)、総整備要員数に占める女性整備要員数の割合は 4.8％、総整備士

数に占める女性整備士数の割合は 3.3％ 

 

（（５５））整整備備要要員員１１人人当当りり年年間間整整備備売売上上高高  

整備要員１人当り売上高(自家除く)は 14,284千円で、前年度と比較すると 0.8％増とな

っています。なお、業態別では、専・兼業は 10,115千円(1.5％増)、ディーラーは 23,646

千円(0.05％増)となりました。 

 

（（６６））整整備備要要員員平平均均年年齢齢  

整備要員平均年齢(自家を除く)は 45.7歳で、前年度と比較すると 0.2歳上昇しました。 

 

（（７７））整整備備要要員員１１人人当当りり年年間間平平均均給給与与  

整備要員１人当り年間平均給与(自家を除く)は 3,963千円となり、前年度と比較すると

39千円（1.0％）増加しています。 
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別紙

1. 総整備売上高　※　（億円） 55,133 53,944 54,875 55,295 56,216 56,561 100.6 ％

27,402 26,285 26,558 26,077 26,274 26,650

（比率、％） (49.7) (48.7) (48.4) (47.2) (46.7) (47.1)

20,224 19,751 19,947 19,364 19,444 19,854

（比率、％） (36.7) (36.6) (36.3) (35.0) (34.6) (35.1)

7,178 6,534 6,611 6,713 6,830 6,796

（比率、％） (13.0) (12.1) (12.0) (12.1) (12.1) (12.0)

25,364 25,355 26,147 26,927 27,672 27,749

（比率、％） (46.0) (47.0) (47.6) (48.7) (49.2) (49.1)

2,367 2,304 2,170 2,291 2,270 2,162

（比率、％） (4.3) (4.3) (4.0) (4.1) (4.0) (3.8)

2. 企  業  数 73,630 73,371 73,083 73,018 72,845 72,523 99.6 ％

3. 事業場（工場）数 92,160 92,061 92,001 91,883 91,605 91,533 99.9 ％

72,234 72,211 72,200 71,993 71,734 71,654 99.9 ％

57,024 56,735 56,868 56,270 56,032 56,156 100.2 ％

15,210 15,476 15,332 15,723 15,702 15,498 98.7 ％

16,221 16,213 16,180 16,252 16,349 16,315 99.8 ％

3,705 3,637 3,621 3,638 3,522 3,564 101.2 ％

4. 指定工場数 29,737 29,855 29,983 30,075 30,087 30,085 100.0 ％

5. 整備関係従業員数　（人） 546,942 537,880 534,279 535,418 536,493 539,086 100.5 ％

6. 整備要員（工員）数　（人） 401,001 400,713 399,717 399,374 399,135 399,218 100.0 ％

339,999 334,655 336,360 338,438 336,897 339,593 100.8 ％

84.8 83.5 84.1 84.8 84.4 85.1

7. 1 事業場当り整備要員数 （人） 4.4 4.4 4.3 4.3 4.4 4.4 ±0.0 人

8. 保有車両数  （3月末、千台） 80,670 80,901 81,260 81,563 81,789 81,850 100.1 ％

9. 技術料（工賃）の値上率　（％） + 1.3 + 0.8 + 0.7 + 1.0 + 1.5 + 2.0

10. 10,293 9,900 10,021 9,866 9,963 10,115 101.5 ％

専　　　業 9,819 9,654 9,751 9,581 9,647 9,817 101.8 ％

兼　　　業 11,911 10,731 10,929 10,794 10,982 11,097 101.0 ％

21,998 21,867 22,639 23,212 23,635 23,646 100.0 ％

13,830 13,539 13,850 13,936 14,166 14,284 100.8 ％

11. 48.5 48.4 49.3 49.7 49.9 50.2 +0.3 歳

専　　　業 49.4 49.4 50.3 50.8 50.9 51.2 +0.3 歳

兼　　　業 45.5 45.1 46.1 46.3 46.8 47.0 +0.2 歳

34.4 34.8 35.0 35.3 35.5 35.7 +0.2 歳

44.3 44.3 45.0 45.3 45.5 45.7 +0.2 歳

12. 3,521 3,542 3,573 3,582 3,622 3,653 100.8 ％

専　　　業 3,476 3,501 3,523 3,539 3,571 3,604 100.9 ％

兼　　　業 3,676 3,679 3,742 3,722 3,786 3,814 100.7 ％

4,417 4,495 4,569 4,661 4,606 4,660 101.2 ％

3,792 3,831 3,875 3,911 3,924 3,963 101.0 ％

整備要員
 1 人当り
年間平均
給与
（千円）

専・兼業

ディーラー

平　均　（自家を除く ）

（注）　各項目の数値は、 各年６月現在のものである。 ただし、 ※印の数値は、 各事業場の６月に最も近い決算期の数値によるものである。

        なお、平成28年度は全事業場を対象に調査を実施し、その年度以外は20%の抽出調査である。

整備要員
１人当り
年間整備
売上高
※ （千円）

専・兼業

ディーラー

平　均　（自家を除く ）

整備要員
平均年令
　（歳）

専・兼業

ディーラー

平　均　（自家を除く ）

―

自　　　　　 家
95.2 ％

専 ・兼業

専 業

兼 業

ディーラー

自 家

う ち 整 備 士 数 （ 人 ）

整 備 士 保 有 率 （ ％ ） ―

兼　　　　　 業
99.5 ％

デ ィ ー ラ ー
100.3 ％

102.1 ％

平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和２ R2／R1

101.4

令和元
（平成３１）

％

専　　　 　　業

専　・　兼　業

自自動動車車整整備備業業のの概概要要

                                         調査年度

項目
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“インターネットを活用した整備情報の情報館「FAINES(ファイネス)」” では、整備マニュアル情報
をはじめ、標準作業点数、故障整備事例、新型⾞・新機構の紹介、主要諸元・点検基準値など、プロ
に不可⽋となる様々な情報を掲載した整備業界のITツールです。是非ご活用ください。

インターネットに接続できる
パソコンがあれば、会員登録
するだけで、いつでも・どこ
でも・すぐに必要な情報を閲
覧できます。

簡単で便利、そして⼤いに役
⽴つ整備事業の情報館、それ
がFAINES（ファイネス）で
す。

⾃動⾞メーカー各社から提供された
修理書（整備書、整備解説書、配線
図など）データを掲載。
● キーワード検索、またはメニュー
リスト内から選択する個別検索から
該当⾞両の情報を閲覧できます。

（FAINESの検索画⾯）

681⾞種 1,715データ

各コンテンツ毎に各メーカー1⾞種だけではありますが、情報が閲
覧できる体験版をご用意しておりますので、まずはFAINESのトッ
ページへアクセスの上、体験版専用のアカウントでログインして、
使用感をご確認下さい。

（FAINESトップページ）

-体験版のご案内-

データを閲覧するための情報館
としての役割以外にも、匿名で
FAINES会員同⼠による意⾒交
換・情報交換が可能な掲示板
「交流ひろば」も活用すること
ができます。

-交流ひろば-

FAINESに関するお問い合わせは、所属の⾃動⾞整備振興会まで。
詳細はFAINESや日整連ホームページからも確認できます。

FAINES（https://faines.jaspa.or.jp） ホームページ（https://www.jaspa.or.jp）

※詳細は以下のURLへアクセスの上、Web上でご確認ください。

2,FAINES（ファイネス）について
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ここどどもも１１１１００番番ののくくるるまま屋屋ささんんへへのの登登録録ににごご協協力力くくだだささいい  

〜県内７７２２１１事事業業場場が参加中〜 
近年、子どもを狙う連れ去りや通り魔事件など凶悪な犯罪が多発しています。 
特に登下校時などの身近な地域において多く発生しているケースが目立っており、全国

的に子どもがトラブルに巻き込まれそうになった場合の駆け込み場所を確保することを目
的とし、宮宮城城県県内内のの整整備備業業界界ととししてて、、「「ここどどもも１１１１００番番ののくくるるまま屋屋ささんん」」運運動動を続けてまい
りました。 

まだ、ご登録いただけていない事業場で、本運動の趣旨※１に賛同いただける事業場にお
かれましては、巻末の申込書にご記入の上、振興会総務部まで FAX（022-236-3324）で申
込いただきます様よろしくお願い致します。（（登登録録すするる際際のの料料金金はは一一切切かかかかりりまませせんん。。）） 
※1、本運動の趣旨及び詳細は、ホームページをご確認ください。 

（振興会ホームページアドレス：https://oasis-miyagi.or.jp/） 
  
 
 
 
※当会ホームページ内「あなたの街の整備工場」で１１１１００のアイコンが付いている事業場

は既に登録いただいている事業場となります。 

 

〜お問い合わせ先〜 
振興会総務部 

電話：０２２−２３６−３３２２ 

ごご登登録録いいたただだいいたた情情報報等等をを基基にに「「ここどどもも１１１１００番番ののくくるるまま屋屋ささんん運運動動」」参参加加者者名名
簿簿をを作作成成しし、、宮宮城城県県教教育育委委員員会会及及びび各各小小学学校校へへ配配布布ししてておおりりまますす。。  
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回送運行許可申請（分解整備業）に関するお知らせ 
 

皆さまもご存じのとおり、平成２９年１１月より整備工場向けの回送運行許可制度の改正が行われ、車検台

数の実績が不要となり、県県内内約約１１２２００事事業業場場以以上上の皆様が活用されている回送運行許可ですが、取得要件につ

きましては下記の通りとなります。 

新規で許可取得を希望される会員事業場におかれましては、裏面の「希望調書」に必要事項をご記入の上、

当会指導部宛 ＦＡＸにてご返信頂くと、許可手引きや必要様式等を郵送させていただきます。 

１１．．許許可可条条件件（（平平成成２２９９年年１１１１月月～～）） 

（（１１））臨臨時時運運行行許許可可（（仮仮ナナンンババーー））にに基基づづくく運運行行実実績績  

直直近近１１年年間間のの臨臨時時運運行行実実績績がが７７台台以以上上  
※協業組合・協同組合の場合は所属する組合員の実績で許可を受けることが可能。 

（（２２））回回送送のの目目的的（（分分解解整整備備））  

①車検のために自ら分解整備しようとする自動車の引き取りのための回送 

②車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡しのための回送 

③自ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送 

（（３３））許許可可書書のの有有効効期期限限  

許可期間は１年～５年間となり、許可日～１月３１日（終期日）までとなる。 

※振興会から申請の場合は、１１年年・・３３年年・・５５年年申請の何れかとなります。 

（（４４））申申請請手手数数料料（新規許可の取得例）  

１１）） １１年年申申請請のの場場合合  

・国に納める手数料・・24,600 円 

・振興会手数料   ・・ 5,500 円 

・自賠責保険料   ・・12,330 円 

     計        42,430 円 

２２）） ３３年年申申請請のの場場合合  

・国に納める手数料・・73,800 円 

・振興会手数料   ・・ 5,500 円 

・自賠責保険料   ・・26,580 円 

 計        105,880 円  

３３）） ５５年年申申請請のの場場合合  

・国に納める手数料・・123,000 円 

・振興会手数料   ・・  8,250 円 

・自賠責保険料   ・・ 40,270 円 

 計         171,520 円 

※ 国に納める手数料及び自賠責保険料は申請月により変動致します。 

※ 振興会手数料は消費税10％含みます。 

※※詳詳ししいい改改正正ににつついいててはは、、当当会会ホホーームムペペーージジ（（hhttttpp::////wwwwww..ooaassiiss--mmiiyyaaggii..oorr..jjpp//））ををごご確確認認下下ささいい。。  

２２．．許許可可取取得得手手順順    

  

 

 

 

  

      

  

      

  

  

※ 申請受付期間 毎月１日～１５日（土日祝日の場合は前日となります）  

ご不明な点等ございましたら、お気軽に問合せ下さい。 

（一社）宮城県自動車整備振興会 指導部 

電話 ０２２－２３６－３３２３ 
 

⑥⑥許許可可書書・・番番号号標標  
のの貸貸与与（（交交付付））  
振興会→事業者 

①①申申請請書書類類提提出出  
    

事業者→振興会  

②②支支局局提提出出（（審審査査））  
 

振興会→支局 

③③許許可可番番号号のの通通知知  
 

振興会→事業者 

④④許許可可書書・・番番号号標標のの

貸貸与与申申請請  
事業者→振興会 

⑤⑤支支局局提提出出（（審審査査））  
 

振興会→支局 

《《  許許可可後後のの業業務務  》》  
ココンンププラライイアアンンススのの徹徹底底  

許許可可証証とと許許可可書書のの管管理理ななどど  
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一般社団法人 宮城県自動車整備振興会指導部行き 

ＦＡＸ：０２２－２３９－７５２５ 

 
  

「「回回送送運運行行許許可可」」希希望望調調書書    
（新規許可取得希望者対象） 

 
 

令和  年  月  日 

事事  業業  場場  名名  ３３－－  支支部部((分分会会))名名   

事事  業業  場場  名名  

 

住住        所所  
 

TT      EE      LL  
 

FF    AA    XX  
 

担担  当当  者者  名名  
 

希希望望すするる申申請請予予定定のの時時期期ににつついいてて丸丸ををししてておお答答ええ下下ささいい。 

すぐにでも申請したい 急いではいないが申請したい 
まだ予定はないが 

説明には参加したい 
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3,自動車整備業賠償共済保険
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日本自動車整備商工組合連合会

飛飛びび石石等による

が多発しています。

自自動動車車保保険険のの等等級級制制度度のの改改定定にによよりり （（平平成成24年年10月月））

車両盗難、落書き、飛飛びび石石などで車両保険等を使った場合、

翌年度 等級据え置き ⇒ １１等等級級ダダウウンンに

結結果果、、車車両両保保険険をを使使わわずずにに自自費費でで修修理理さされれるるおお客客様様がが多多くく

見見受受けけらられれまますす!!

そんなときに!!

Check
Point!!

お客様の固定化
入庫誘導のための

4,「てんけん安心見舞金」制度のご案内
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フロントガラス交換費用や保険料の増加など

お客様の負担軽減のために

をご提案いたします。

≪利用方法は≫

本制度は納車時に※下記事項を記載してお客様にプレゼント
証を発行するだけ!! ※ 車検・点検・オイル交換・新車又は中古車販売時等

＊使用者名 ＊登録番号(車両番号) ＊点検実施日 ＊納車日時
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プレゼント証を発行された自動車が、飛び石や落下物、飛来物により、

フロントガラスが損壊※し交換する場合

をお客様の指定する口座へお支払します。

ささららにに、、フフロロンントトガガララスス損損壊壊見見舞舞金金以以外外ににもも、プレゼント証が発行された

自動車に搭乗している「「運運転転者者」」ままたたはは「「同同乗乗者者」が急激かつ偶然な外来

の事故で下記の事由に該当された場合、見舞金をお支払します。

※他の自動車や壁等に接触、衝突により損壊した場合を除きます。

Check
Point!!
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制度の詳細は、パンフレットをご覧ください。

安価な金額でお客様へプレゼントできます。

【【貴貴社社ののごご負負担担額額】

お客様の固定化に、是非ご活用ください。

【 お問い合わせは 】

宮城県自動車整備商工組合 TEL 022-236-3325

プレゼント証の有効期間は１年間となります。

””定期点検の入庫促進”に最適です！
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ETC セットアップ店にご登録いただくと、車載器販売から取り付け、 
セットアップまでワンストップで行う事ができます！ 

 
 
 
 
 
 

                 
 

■諸費用（消費税別） 合計額 内  訳 

初回のみ 

保証金（非課税） 

27,000 円 
保証金（非課税）10,000 円 

開業時セット 開業時セット 7,000 円 

初期設定費用 初期設定費用 10,000 円 

1 年毎 
貸与機器使用料 

24,000 円 
貸与機器使用料 22,000 円 

Web セキュリティ管理費 Web セキュリティ管理費 2,000 円 

1 月毎 ETC 識別情報発行基本料金 300 円(ETC)･600 円(ETC2.0) ＊セットアップがあった月のみ 

＊セットアップ申込書 ETC 用 50 台分 600 円(税別)、ETC2.0 用 800 円(税別) 

■識別処理情報料（消費税別）ETC/ETC2.0 セットアップ 1 件につき 

ETC セットアップ識別情報発行料 850 円/件（通常） 470 円/件（キャンペーン参加後） 

ETC2.0 セットアップ識別情報発行料 1,550 円/件（通常） 1,070 円/件（キャンペーン参加後） 

ETC セットアップ店登録のお申し込みは 

宮城県自動車整備商工組合 TEL 022-236-3325 まで 

■セットアップ店のメリット 
①セットアップ手数料収入 
②車載器の販売による利益 
③車載器の取り付けによる工賃収入 

■セットアップ店の要件 
①セットアップ業務を自ら行うこと 
②インターネット接続が可能な端末(PC)を

保有していること 
③車載器の販売又は取り付けが行えること 
④経営内容が健全で、「 法人 」であること 
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【必要回線】 インターネットLAN（有線）

【売上ノルマ】 ありません

【その他費用】 端末ロール紙代（追加注文の場合）
10ロール1,950円、20ロール3,800円

【精算サイクル】 1日～15日締め ⇒ 当月末振込
（金融機関休業日の場合、前営業日）
16日～月末締め ⇒ 翌月15日振込
（金融機関休業日の場合、翌営業日）

決済方法 取扱ブランド 決済手数料

クレジット
日専連カード ３.２５ ％

VISA / MASTER ３.３０ ％
JCBカードはJCBと直接契約
を結ぶことで利用可能です ー

【お問い合せ先】
宮城県自動車整備商工組合
TEL.022-236-3325
FAX.022-236-3347

（株）日専連ライフサービス 加盟店部 鈴木・村田
TEL.022-267-9211 
FAX.022-213-6017 9:30～18:00（土日祝休み）

お申込みは下記事項を記入し
商工組合までFAXして下さい

事業場名

代表者名

住所 〒 －

電話番号 ー ー

ご連絡ください！！！
●決済手数料を今より安くしたい。 ●今の端末が古く、新品の端末に変えたい。
※現在利用中の端末からの置き換えも可能です。

ＦＡＸ：０２２－２３６－３３４７

決済端末機＆設置
代金無料！

月々の利用料
無料！

端末機は
３年補償付き！

端末機は新品です

担当者名

【提携先】

今なら決済端末機を”無料”でご提供いたします！

決済端末機＆設置 月々の利用料端末機は

今なら決済端末機を”無料”でご提供いたします！

クレジット決済取扱店のご案内
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5,代車のレンタカー化による新たなビジネスチャンス！！
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  売売掛掛未未収収金金ででおお困困りりででははあありりまませせんんかか？？

認証番号  　 ３　－ 支  部

○売掛未収金回収制度の利用申し込みは、下記事項をご記入の上、商工組合までFAXして下さい。

　　ＦＦＡＡＸＸ　　００２２２２－－２２３３６６－－３３３３４４７７

宮城県自動車整備商工組合　保険課　 ＴＥＬ ０２２－２３６－３３２５

事業場名

電話番号 ご担当者名

売掛未収金回収制度ののごご案案内内

そんな皆様の悩みを、債権回収専門の弁護士事務所との提携で

力強く支援いたします！！ （（ 提提携携先先 ：： 弁弁護護士士法法人人 東東新新宿宿綜綜合合法法律律事事務務所所 ））

● 回収専門の弁護士事務所が、組合

員の皆様に代わり未収金の回収を行い

ますので、本来の業務に集中できます！

● 完全成功報酬制ですので、事前の

費用負担はありません！

回収後は、回収金から業務委託手数料

30％＋消費税を差し引いてお支払い

いたします。
＊法律事務所 ： 業務委託手数料25％＋消費税

商工組合 ： 制度運用経費５％＋消費税

● 車検・整備代金、車の販売代金等、

法的に請求可能な1,000円以上の

幅広い債権に対応いたします！

＜＜ 制制度度のの概概要要 ＞＞

制度の構築

精 算
利用

申込み
支払い

書類

送付

未未 収収 先先
（（債債務務者者））

回収

業務

○ 利用申し込み先

宮城県自動車整備商工組合

○ 売掛未収金の回収依頼先（関係書類送付先）

弁護士法人 東新宿綜合法律事務所

○ 回収金の精算

回収の翌月末に商工組合からお振り込みします

＊振り込み手数料は組合員のご負担となります

商商工工組組合合

精 算

法法律律事事務務所所

◎◎ おお客客様様がが車車検検代代金金やや修修理理代代金金をを払払っっててくくれれなないい・・・・・・

◎◎ 電電話話やや郵郵送送でで何何度度もも請請求求すするるののがが大大変変・・・・・・

①
②

③
⑥

組組 合合 員員

⑤

④

2017.9.1

6,売掛未収金回収制度のご案内
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